
切り取らずにFAXしてください

事業所名

住　　所

お問い合せ先

TEL

ご担当者名

生命共済制度について　□ 加入したい　　□ 増口したい　　□ 詳しい説明を聞きたい

※お送りいただいた情報は、本共済制度の加入推進と商工会議所事業案内推進に利用させていただきます

北九州商工会議所 共済事業課　TEL：093－541－0182　FAX：093－531－1799   Email：kaiinkyosai@kitakyushucci.or.jp

（ご希望事項に□を入れ、下記【お問合せ先】まで本票をFAXしてください。） FAX：093－531－1799

※保険期間：1年更新 ※なお、詳しくは当制度パンフレットをご参照下さい。
）んせまりあはで険保命生（。すで度制の自独所議会、は」金舞見院入気病「※

保障の内容（加入例：1口加入の場合）

死亡保障はもちろん、不慮の事故による身体の障がい
・入院に、業務内外問わず24時間保障します。

死亡保険金 100万円
高度障がい保険金 100万円
災害保険金 50万円
障がい給付金 5～50万円（程度により）
入院給付金     750円／日
病気入院見舞金 5,000円

充実の24時間保障！

●約5,000円/人の経費削減
※健診機関・健診内容により金額は
　多少異なります
※会議所独自の制度です。

健康診断料
補助サービス！

●

●

被保険者の簡単な健康告知でご加入
いただけます。
70歳6ヵ月までご加入いただけます。

加入手続きが簡単！

掛金は損金又は必要経費に算入可。
● 剰余が生じた場合は配当金としてお支払いします。
　（収支計算の結果、配当金が0となる年度もありえます。）

低廉な掛金！
（加入例）35歳までの方1口（100万円）につき一月あたり

から円 円324 283
● 

性
男

性
女

生命共済
4つの特長

 
 

※割引料金は、受診コースによって異なります。詳しくは下記お問い合わせ先までご連絡下さい。 
※受診コース・受診料金は提携の医療機関により異なります。 ※上記料金は2023年3月現在の金額（消費税率10％）です。

（例）西日本産業衛生会  健康診断割引のシミュレーション／一人当たり

提携の医療機関
1,430円引き

4,000円引き

5,430円も

･西日本産業衛生会 ･北九州市小倉医師会
･山崎リゾートクリニック ･小倉記念病院
･九州健康総合センター ･日本健康倶楽部
･戸畑共立病院 ･福岡ゆたか中央病院
･こうゆうファミリークリニック　･九州鉄道記念病院

受診コース
・ミニ人間ドック ・生活習慣病健診
・一般健診 ・協会けんぽ健診

なんと

9,460円
通常料金

8,030円

4,030円

得
お

更
に

得
お

当会議所の会員は、当会議所提携の医療機関では
会員価格で受診できるうえに「生命共済制度」加入
者は、会員価格から更に共済特別割引がプラス。

当会議所会員

生命共済制度被保険者
更に

お得！

が健康診断
会員割引+
生命共済
割引価格
で受診できます
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保障の内容

保障の範囲
1．死亡保険金
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効力発生日以後の保険期間中に死亡したとき

2．高度障がい保険金
効力発生日以後の傷害または疫病により、保険期間中
に所定の障がい状態第1級に該当したとき

3．災害保険金
効力発生日以後の不慮の事故を直接の原因として、その
事故の日から、180日以内の保険期間中に死亡したとき
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750 1,500 2,250 3,000 3,750 4,500 5,250 6,000 6,750 7,500 8,250

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000

2口 3口 4口 5口 6口 7口 8口 9口 10口 11口

死亡保険金に加算される額

程度により

1日につき

1入院・1疾病につき病気入院見舞金
効力発生日以降の保険期間中、病気により5日以上入院
したとき

4．障がい給付金
効力発生日以後の不慮の事故を直接の原因として、その
事故の日から、180日以内の保険期間中に所定の障がい
状態第1級～第6級に該当したとき

5．入院給付金
効力発生日以後の不慮の事故を直接の原因として、その事
故の日から、180日以内の保険期間中に、5日間以上入院
したとき（同一の不慮の事故につき入院日数120日限度）
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円 円 円
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24口 25口

年齢

15歳～35歳

36歳～40歳

41歳～45歳

46歳～50歳

51歳～55歳

56歳～60歳

61歳～65歳

66歳～70歳

男　性
女　性
男　性
女　性
男　性
女　性
男　性
女　性
男　性
女　性
男　性
女　性
男　性
女　性
男　性
女　性

324
283
350
324
393
347
464
399
571
461
723
525
985
624
1,350
764

648
565
700
647
786
693
928
797
1,142
921
1,446
1,049
1,970
1,247
2,700
1,527

972
848
1,050
971
1,179
1,040
1,392
1,196
1,713
1,382
2,169
1,574
2,955
1,871
4,050
2,291

1,296
1,130
1,400
1,294
1,572
1,386
1,856
1,594
2,284
1,842
2,892
2,098
3,940
2,494
5,400
3,054

1,620
1,413
1,750
1,618
1,965
1,733
2,320
1,993
2,855
2,303
3,615
2,623
4,925
3,118
6,750
3,818

1,944
1,695
2,100
1,941
2,358
2,079
2,784
2,391
3,426
2,763
4,338
3,147
5,910
3,741
8,100
4,581

2,268
1,978
2,450
2,265
2,751
2,426
3,248
2,790
3,997
3,224
5,061
3,672
6,895
4,365
9,450
5,345

2,592
2,260
2,800
2,588
3,144
2,772
3,712
3,188
4,568
3,684
5,784
4,196
7,880
4,988
10,800
6,108

2,916
2,543
3,150
2,912
3,537
3,119
4,176
3,587
5,139
4,145
6,507
4,721
8,865
5,612
12,150
6,872

3,240
2,825
3,500
3,235
3,930
3,465
4,640
3,985
5,710
4,605
7,230
5,245
9,850
6,235
13,500
7,635

3,564
3,108
3,850
3,559
4,323
3,812
5,104
4,384
6,281
5,066
7,953
5,770
10,835
6,859

口数 1口 2口 3口 4口 5口 6口 7口 8口 9口 10口 11口

3,888
3,390
4,200
3,882
4,716
4,158
5,568
4,782
6,852
5,526
8,676
6,294
11,820
7,482

4,212
3,673
4,550
4,206
5,109
4,505
6,032
5,181
7,423
5,987
9,399
6,819
12,805
8,106

4,536
3,955
4,900
4,529
5,502
4,851
6,496
5,579
7,994
6,447
10,122
7,343
13,790
8,729

4,860
4,238
5,250
4,853
5,895
5,198
6,960
5,978
8,565
6,908
10,845
7,868
14,775
9,353

5,184
4,520
5,600
5,176
6,288
5,544
7,424
6,376
9,136
7,368
11,568
8,392

5,508
4,803
5,950
5,500
6,681
5,891
7,888
6,775
9,707
7,829
12,291
8,917

5,832
5,085
6,300
5,823
7,074
6,237
8,352
7,173
10,278
8,289
13,014
9,441

6,156
5,368
6,650
6,147
7,467
6,584
8,816
7,572
10,849
8,750
13,737
9,966

12口 13口 14口 15口 16口 17口 18口 19口 20口 21口 22口

6,480
5,650
7,000
6,470
7,860
6,930
9,280
7,970
11,420
9,210
14,460
10,490

6,727
5,863
7,273
6,724
8,176
7,207
9,667
8,299
11,914
9,601
15,106
10,945

6,974
6,076
7,546
6,978
8,492
7,484
10,054
8,628
12,408
9,992
15,752
11,400

23口 24口 25口

7,221
6,289
7,819
7,232
8,808
7,761
10,441
8,957
12,902
10,383
16,398
11,855

7,468
6,502
8,092
7,486
9,124
8,038
10,828
9,286
13,396
10,774
17,044
12,310

7,715
6,715
8,365
7,740
9,440
8,315
11,215
9,615
13,890
11,165
17,690
12,765

保険金額（万円） 主契約特約 １
100
50

200
100

300
150

400
200

500
250

600
300

700
350

800
400

900
450

1,000
500

1,100
550

1,200
600

1,300
650

1,400
700

1,500
750

1,600
800

1,700
850

1,800
900

1,900
950

2,000
1,000

2,100
1,000

2,200
1,000

2,300
1,000

2,400
1,000

2,500
1,000

変更後の保障の内容と月額掛金

月額掛金［年齢別および性別により下記のとおりです］ （単位：円）

年齢

71歳

72歳

73歳

男　性
女　性
男　性
女　性
男　性
女　性

1,696
941
1,852
1,023
2,033
1,119

3,392
1,881
3,704
2,045
4,066
2,237

5,088
2,822
5,556
3,068
6,099
3,356

口数 1口 2口 3口 年齢

74歳

75歳

男　性
女　性
男　性
女　性

2,243
1,225
2,491
1,340

4,486
2,449
4,982
2,679

6,729
3,674
7,473
4,019

口数 1口 2口 3口

更新継続のみ （単位：円） 北九州商工会議所生命共済　掛金表(円)
※災害保障特約保険金額：主契約保険金額の1/2（上限1,000万円）
　　　　　　　　　　　    （死亡保険金） 
・ご案内は2025年3月現在の制度内容及び税務に基づき記載されており、内容は、将来変更
　されることがあります。
・ご加入にあたっては、所定のパンフレットを必ずご確認下さい。
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